
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

（法人番号） 

高千穂町商工会（法人番号 5350005003256） 

高千穂町（地方公共団体コード 454419） 

実施期間 2023/04/01 ～ 2028/03/31 

目標 経営発達支援事業の目標 

高千穂町総合長期計画に基づき、地域における総合経済団体として、以下のとお

り目標を設定する。 

（１）小規模事業者の持続的な経営力強化 

（２）円滑な事業承継の推進及び創業支援体制の充実 

（３）商談会・物産展の出展支援による地域ブランド商品の販路拡大 

（４）支援機関との連携による経営力強化 

事業内容 経営発達支援事業の内容 

３．地域の経済動向調査に関すること 

各種統計による分析・把握。情報提供。 

４．需要動向調査に関すること 

展示会での来場バイヤーへのアンケート調査、当該事業者へのアンケート結果結

果のフィードバック。 

５．経営状況の分析に関すること 

経営分析に関する需要喚起。強みや弱み等の定性分析及び各種指標による財務分

析を通した経営課題の明確化支援。専門家派遣等による経営課題の解決支援。 

６．事業計画策定支援に関すること 

事業計画策定に関する需要の掘り起こし。経済動向・需要動向及び課題解決を踏

まえた事業計画の策定支援。 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

４半期に１回以上のフォローアップの実施。 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

専門家助言等による商品ブラッシュアップ支援。商談会･物産展への参加支援。

バイヤーとの商談支援。ＩＴを活用した販路開拓支援。 

連絡先 高千穂町商工会 

〒882-1101 宮崎県 西臼杵郡高千穂町 大字三田井 778  

TEL:0982-72-2350 FAX:0982-72-4873 



e-mail:takachiho@miya-shoko.or.jp 

高千穂町 企画観光課 

〒882-1192 宮崎県 西臼杵郡高千穂町 大字三田井 13  

TEL:0982-73-1207 FAX:0982-73-1225 

e-mail:kikaku@town-takachiho.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

Ⅰ地域の現状及び課題 

①位置 

高千穂町は九州のほぼ中央部、宮崎県の

最北端に位置し、北部は大分県豊後大野市

と竹田市、北西部は熊本県高森町と山都町、

南西部から南部にかけては、五ヶ瀬町から

諸塚村、日之影町の順に２市４町１村に接

する東西約１８ｋｍ、南北約２２ｋｍの地

域である、総面積は２３７．５㎢そのうち

約８４％を林野が占める。 

 

 

②環境 

町の中心部を、国の名勝天然記念物「高千穂峡」を有する１級河川の「五ヶ瀬川」が、北西か

ら南東にかけて貫流し、熊本県と大分県の県境には、九州山地及び宮崎県の最高峰で日本百名山

に数えられる標高１，７５６ｍの「祖母山」をはじめ、障子岳、本谷山等標高１，０００ｍ以上

の山々が連なる。この山岳地帯や、河川宙域は、祖母傾国定公園に指定され、神秘的かつ雄大な

自然を創出している。 

また、平地の標高は３００ｍ以上あり、町内各所には傾斜を利用して造成された棚田が点在し、 

３か所の棚田が「日本の棚田百選」に選ばれている。 

朝と日中の気温差、夏と冬の寒暖の差が大きい気象条件を伴うことから、美味しいコメが取れ

るとともに、高品質の黒毛和牛「高千穂牛」の生産や寒冷地野菜、花卉類など多種多様な作物が

栽培されている。また、冬季には降雪があるなど、四季の変化が顕著であるため、春の新緑や秋

の紅葉などは重要な観光資源となっている。 

 

③高千穂町の人口等の状況 

高千穂町は令和４年９月現在、１１，１３８名、世帯数４，４８２世帯となっている。今後さ

らに減少が予想されることから、過疎対策を町行政の最大の課題として取り組んでいる。また、

事業主の高齢による廃業の増加は宮崎県全体でも問題になっている。 

人口減少の要因としては、若年労働者の町外流出をはじめ、未婚率の上昇、出生率の減少など

様々な社会構造やライフスタイルの変化によるものと思われる。 

 

【高千穂町の人口、世帯数】 

年度 Ｈ３０ 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

人口（人） １２，２０５ １１，９５９ １１，６４２ １１，４２０ １１，１３８ 

人口増減  ▲２４６ ▲３１７ ▲２２２ ▲２８２ 

世帯数 ４，５７６ ４，５５４ ４，５１９ ４，５０８ ４，４８２ 

（宮崎県現住人口調査） 

 

④高千穂町の産業 

高千穂町の主要産業は農林畜産業と観光業である。 

広大な農地確保が困難な中山間地域の本町の農林畜産業は、棚田での水稲栽培をベースに野菜

や花卉、果樹、お茶、畜産、椎茸、杉を主とした木材生産などを組み合わせた複合経営により営

まれている。豊かな自然環境がもたらす清らかな水、澄んだ空気、豊かな土壌を活用して育てら

れる農作物は、高冷地ならではの寒暖の差によって力強く育ち、米や野菜、果樹などは甘みが強

く、お茶は良質な茶葉となり、ラナンキュラスなどの花卉は色合いが良いと高評価を得ていると
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ともに、町内で生産されている「高千穂牛」は全国トップクラスの品質を誇る和牛として、高い

ブランド力を持っている。 

また、高千穂峡などの景勝地、高千穂神社など神話ゆかりの神社・史跡・国の重要無形民俗文

化財の民俗芸能「高千穂の夜神楽」、世界的認証の「世界農業遺産」「ユネスコエコパーク」など、

多くの観光資源に恵まれ、年間約 140 万人が訪れる宮崎県随一の観光地として、国内外から多く

の人が訪れるため、宿泊業や飲食業等の観光産業が発展し、高千穂町の経済を支える主要産業と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤高千穂町の商工業の現状と課題 

高千穂町には、町民の生活を支える食料品・生活用品等を販売する小売業や自動車整備などの

サービス業、生活インフラを支える建設業、地域経済を支える宿泊業や飲食サービス業、農林畜

産物などを活用した製造業など、様々な業種の商工業がある。しかし、どの産業分野においても、

人口減少に伴う担い手不足や地元消費力の低下、通信販売の利用や近隣都市部での購買の増加、

経営者の高齢化などにより、事業所・商店等の廃業や売上の減少などが課題となっており、特に

小売業が集中する中心市街地の活力の減退が懸念されている。 

本会の実態調査によると、高千穂町内の商工業者数は平成２９年～令和３年の５年間で９件の

増加となっている。内訳をみると製造業と飲食・宿泊業が増加する一方で、卸・小売業が大きく

減少している。全体としては増加傾向にあるものの、経営者の高齢化や後継者不足による廃業だ

けでなく、大規模店舗の町内進出による競争激化の影響により、非常に厳しい経営環境が続いて

いる。 

 

 

 

 

 

高千穂牛 

高千穂夜神楽 高千穂神社 

高千穂峡 
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業種 
平成２９年 令和３年 増減 

商工業者数 小規模事業者数 商工業者数 小規模事業者数 商工業者数 小規模事業者数 

建設業 ８０ ５６ ７９ ５３ ▲１ ▲３ 

製造業 ４５ ３０ ５０ ３１ ＋５ ＋１ 

卸・小売業 １４０ ８９ １３３ ８２ ▲７ ▲７ 

飲食・宿泊業 ９５ ５６ １０６ ７０ ＋１１ ＋１４ 

サービス業 １０７ ６６ １０６ ６７ ▲１ ＋１ 

その他 １５ ６ １７ １０ ＋２ ＋４ 

合計 ４８２ ３０３ ４９１ ３１３ ＋９ ＋１０ 

（商工会実態調査報告書） 

 

 

Ⅱ高千穂町の小規模事業者に対する長期的な振興の在り方 

  

（１）高千穂町としての長期的な振興の考え方 

令和３年３月に策定された第６次高千穂町総合長期計画（令和３年度から令和１２年度までの

１０年間）において、町は「世界に誇る地域資源を生かし豊かでみんなが輝くまち 高千穂」を

目指して５つの基本目標を掲げている。その中の「地域の資源を生かした活力のあるまちづくり」

において、商工業の振興に関する今後の取り組みと目標を次のように掲げている。 

 

【施策の視点】 

 地域の資源を活かした活力のあるまちづくり  

 

【商工業の振興（今後の取り組みと目標）】 

①事業所等の経営の継続・安定化を目指し、事業者への経営支援の拡充を図る。 

（ア）町内事業者等の経営の継続・安定化を図るため、商工会や観光協会等と連携しながら、各

種制度に則った支援や商品券発行事業などを引き続き行う。 

（イ）各種団体等と情報共有を行いながら、各産業分野の課題を把握し、必要な対策や支援を講

じながら、商工業の活力維持を図る。 

（ウ）特定酒類の製造を許可する「どぶろく特区」を設けており、現在 1事業者が事業を行って

いる。 

（エ）新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経営に大きな打撃を受けている事業所に対

しては積極的な経営支援を行う。 

 

②中心市街地のにぎわいづくりと集客力の向上による商店の収益向上を図るため、中心市街地の

活性化を推進する。 

（ア）多くの町民が利用する中心市街地の商店等を今後も維持していくため、商工会等と連携し、

商店の利用促進や、空き家店舗の活用を図る。 

（イ）観光客が様々な買い物やサービスを楽しむことができるエリアとして、観光客の視点も取

り入れた中心市街地の活性化を図る。 

（ウ）商業者の事業承継を促進し、小売業や飲食業等の廃業を防ぐことで、市街地の活性化を図

る。 

（エ）市街地における店舗の新規開業支援や、空き店舗の改修支援等を行い、市街地の集客力向

上を図る。 

（オ）軽トラ市や１００円商店めぐり、まちゼミ等市街地での定期的なイベント実施による街の

賑わい創出を図る。 

（カ）高千穂神社からくしふる神社に至る通りについて、高千穂町の表参道として、歩きたくな

るような空間づくりと商業機能の充実を図る。また、商工会跡地の有効活用について検討

する。 
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（２）商工会としての中長期的な振興の考え方。 

①１０年程度を見据えて 

 当地域の今後１０年を見据えると、高齢化・人口減少に加え産業構造の変化による事業者の減

少が進んでいくと考えられる。小規模事業者の減少は労働人口の流出、町の活力低下に直結する

ことから、その早急な対策が必要である。 

 また、高千穂町の主産業は高千穂峡や高千穂神社、高千穂夜神楽等の観光資源を核とした観光

産業であり、多くの観光客は高千穂町の様々な産業に碑益をもたらしている。今後も観光地とし

ての魅力を高めていく為には、小規模事業者が時代に合った商品・サービスの提供を意識し、ブ

ランド価値を高めることで、地域経済の活性化及び持続可能な経営に繋げる必要がある。 

 本会においては、窓口相談や巡回を通じて支援対象の小規模事業者を掘り起こし、経済動向や

経営分析を行うことで、事業者が経営課題を解決しながら売上拡大、経営力向上につなげる事業

計画の策定を支援する。 

小規模事業者は、策定した事業計画に基づき、商工会と一緒になって事業の進捗や成果を確認

し、売上拡大につなげ、持続的発展を図っていく。 

また、関係機関と連携のもと、後継者及び創業者の育成等により小規模事業者の振興を図る。 

 

②第６次高千穂町総合長期計画との連動性・整合性 

 第６次高千穂町総合長期計画において、商工業の振興については、町内事業者等の経営の継

続・安定化、市街地の空き店舗対策、後継者の育成などへの取り組みや推進といった事業者への

経営支援の拡充と中心市街地活性化及び起業支援に関する内容が明記されている。 

これらについては、当商工会経営発達支援計画で目指す長期的な振興の在り方として、小規模

事業者の支援強化や競争力強化につながるものである。 

 

③高千穂町商工会としての役割 

 小規模事業者は、高齢化や人口減少による市場の縮小による売上減少、後継者不在による事業

承継問題等の経営課題を抱えている。地域における総合経済団体として、課題解決の為の経営分

析、事業計画の策定、販路開拓支援、事業承継等の支援を実施する。高千穂町やその他関係機関

と連携しながら小規模事業者の持続的発展を目指すとともに、地域経済の活性化を図る。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

当商工会では、上述の１および２を踏まえ下記①～④のとおり目標を設定し、実現を通して地

域への碑益とする。 

 

①小規模事業者の持続的な経営力強化 

 巡回及び窓口相談を通じて小規模事業者のニーズの掘り起こしを行い、社会・経済環境の変

化に適応し、新商品・新サービスの開発や売上拡大などに前向きに取り組む小規模事業者に対

し、伴走型の経営支援を実施し、小規模事業者の経営力強化を図ることで持続的な発展に繋げ

ていく。 

軽トラ市の様子 100 円商店めぐりの様子 
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②円滑な事業承継の推進および創業支援体制の充実 

経営者の高齢化や後継者不足などの事由で廃業する事業者が増加している。小規模事業者の

維持を図るために、事業承継支援や新規創業の促進の取り組みを通じて事業者の減少に歯止め

をかける。 

 

③商談会・物産展の出展支援による地域ブランド商品の販路拡大支援。 

 高千穂町の地域資源を生かし、事業者の新商品開発の支援、フォローアップによる売上向上

と収益性のある商品づくりを支援する。商談会への参加等を通じて魅力ある高千穂町の商品を

全国に発信していく。 

 

④支援機関との連携による経営力強化支援 

  地域金融機関などの関係機関、中小企業診断士や税理士等の専門家との連携を強化し、小規模事

業者の経営力向上に取り組む。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和５年４月１日～令和１０年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

  上記Ⅱ－（３）に掲げる目標を達成するための実施方針は、次のとおりとする。 

 

①小規模事業者の持続的な経営力強化 

 窓口相談や巡回指導の中での事業者との対話と傾聴を通じて、財務情報から見える数値的な経

営課題だけではなく、小規模事業者の本質的な課題や支援ニーズを掘り起こすとともに、経済動

向調査、経営分析や事業計画の策定について伴走型の経営支援を実施し、小規模事業者の売上及

び利益の拡大に貢献する。 

 また、各小規模事業者が自走化できることを目指して、多様な課題解決ツールの活用提案を行

うことで、事業者が深い納得感と当事者意識を持ちながら本質的な課題を反映させて策定支援を

行う。 

そして、事業計画をもとにしたＰＤＣＡサイクルで経営の舵取りを行う事業所数を増やすこと

によって、経営基盤の強固な小規模事業者を増大させるとともに地域経済の活性化と雇用増加を

図っていく。 

加えて、競争上の優位性を確立するためにＤＸを取り入れた支援に取り組み、持続的発展につ

なげる。 

 

②円滑な事業承継の推進及び創業支援体制の充実 

 経営者の高齢化と後継者不足による廃業が増加傾向にある中で、小規模事業者の減少に歯止め

をかけるためにも、宮崎県事業承継・引継ぎ支援センターや高千穂町及び高千穂町商工会と連携

している（株）ライトライトが運営するクラウド継業プラットフォームｒｅｌａｙ（リレイ）を

活用しながら円滑な事業承継支援を行う。 

 また、新規開業予定者に対して創業計画策定支援を行い高千穂町で開業を目指す事業者の発掘

を行う。 

※ｒｅｌａｙとは 

 事業を譲りたい経営者と、事業を譲りたい候補者をマッチングさせるサービス。従来のＭ＆Ａ

マッチングサイトと異なり、どんな思いで企業や店舗を経営してきたか、オーナーの横顔を含め

た思いを記事化し、後継者を公募するという特徴がある。 

 

③県外への販路開拓及び 観光業と製造業・小売業・農業との連携強化 

高千穂町で製造・販売される土産品や 町内産品を原材料とする加工品についてブラッシュア

ップを図り、首都圏等での商談会参加を通して県外への販路拡大を目指す。県外で販売された商

品が「高千穂」をＰＲし、観光という人の流れが町内消費をさらに拡大させ、地域経済を活性化

させる好循環の構築を目指す。 

 

④支援機関との連携による経営力強化支援 

 支援機関（地域金融機関、その他関係機関）及び中小企業診断士や税理士等の専門家との連携

を強化し、事業計画、税務・金融・事業引継ぎ等の様々な経営相談に対応するとともに経営ノウ

ハウを共有することで町内全体の商工業者を様々な面から支援し、効果の高い事業を実施する。 
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Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

３．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題  

【現状】 

月に１回「小規模企業景気動向調査」を実施、分析結果は全国連でとりまとめである。 

結果は経営指導員が巡回時に情報提供を行っている。 

 

【課題】 

   地域の小規模事業者の動向を把握できたことは一定の成果があったと思われたが、調査結果は

巡回時の情報提供のみにとどまり、広く周知を行うことができていなかった。 

 

（２）目標 

 公表方法 現行 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 

①景気動向分析

の調査公表回数 
ＨＰ掲載 実施なし １回 １回 １回 １回 １回 

 

（３）事業内容 

①景気動向分析  

 管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会が行う「小規模

企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加し、管内小規模事業者の景気動向について年１回調

査・分析を行う。 

【調査対象】管内小規模事業者２０事業所（製造業、建設業、小売・卸売業、飲食・宿泊業、サ

ービス業から業種バランスを考慮して調査する） 

【調査手法】経営指導員等による窓口相談、巡回時にアンケート形式にて行う 

【調査項目】売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 

 

（４）調査結果の活用 

〇調査した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知する。 

〇経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

〇小規模事業者の経営計画書作成等に反映していく。 

 

４．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

 商工会のイベント参加者等にアンケートは実施してきたものの、小規模事業者の販売する商品

やサービスの売り上げ増につながるという観点では十分な調査は実施されていない。多様化する

ニーズに適合した商品開発が求められている中で現在のユーザーが何を求めているのかを事業

者へフィードバックしていくことが求められている。 

 

【課題】 

支援機関として、需要動向の把握の重要性を事業者に認識させ、マーケットインの考え方を浸

透させる必要がある。消費者やバイヤーがどのようなニーズを持っているのか把握し、支援先に

分かりやすく周知していくことが課題である。 

 

（２）目標 

 現行 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 

①商談会等でのアンケート

調査実施事業者数 
実施なし ３者 ３者 ３者 ３者 ３者 

 



８ 
 

（３）事業内容 

①展示会での来場バイヤーへのアンケート調査 

 販路開拓のために参加する商談会・展示会において、来場するバイヤーに対してアンケート調

査を実施する。 

  

【対象事業者】 

 野菜、果物、肉、魚等、町の特産品の加工を手掛ける食品製造事業者 

 

【調査場所】 

調査は、町外向け販路開拓のための商談会・展示会の会場で行う。 

 

【調査方法】 

調査方法等は、バイヤー来店客（消費者）及び主催者に対するヒアリング調査とする。当ブー

スに来られたすべての人に調査を依頼し、５０件の回収を目指す。 

  

【分析方法】 

経営指導員が集計、分析を行う。 

 

【調査項目】 

 商品の味や分量、彩り、及びパッケージデザイン、価格設定などについて、バイヤー等の評価・

満足度を調査する。また、取引成約に繋げるための、改善内容及び新たに期待することを聞き

取る。 

 

（４）成果の活用方法 

上記アンケート調査の分析結果については、当該事業者にフィードバックし、商品改良や事業

計画策定の参考資料とする。調査結果に課題等があれば、専門家を派遣して課題解決を行う。 

 

５．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

経営分析を実施する機会は、小規模企業等経営改善資金貸付の推薦や条件変更等に伴う経営改

善計画作成などの金融相談、大きな設備投資を計画するなどの経営相談、及び各種補助金交付申

請に係る事業計画策定相談時に限られている。 

 

【課題】 

今までのように融資相談などの必要に迫られての実施に加え、今後は常日頃から対話と傾聴を

通じて経営分析の必要性を啓発し、日々の経営に生かすための経営分析を実施する小規模事業者

を増やしていくことが課題である。 

 

（２）目標 

支援内容 現行 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 

経営分析の実施 ４８者 ４８者 ４８者 ４８者 ４８者 ４８者 

 

（３）事業内容 

【対象者】 

窓口相談や巡回を通して、経営分析の意義や必要性、その内容等について情報提供し、経営分

析を実施し自社の経営課題把握につなげる小規模事業者を掘り起こしていく。特に、地域特産品

を取扱事業者に関しては、事業計画策定や販路開拓まで視野に入れて重点的に働きかけを行うと

ともに、事業承継や事業譲渡に興味を持つ事業主においても自社の価値や評価を把握する上から

その必要性を訴えるものとする。 
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【分析項目】 

定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」の双方を行う 

＜財務分析＞売上高、営業利益、経常利益、収益性、成長性、生産性、効率性、安全性 等 

＜ＳＷＯＴ分析＞強み、弱み、脅威、機会 等 

 

【分析手法】 

〇クラウド型経営支援ツール「ＢＩＺミル」 

〇経済産業省「ローカルベンチマーク」 

〇中小機構「経営計画つくるくん」 

〇ＳＷＯＴ分析 

上記の中から対象事業所に適切な分析手法を組み合わせ、経営指導員が分析を行う。 

 

（４）分析結果の活用 

〇分析結果は当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する 

〇分析結果は、データベース化し内部共有することで経営指導員等のスキルアップに活用する。 

 

６．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

各種補助金交付申請や経営革新計画承認申請のための事業計画書の作成支援及び経営課題解

決のための専門家派遣事業での計画策定を実施しているものの、事業部門が限定された計画や補

助事業内容に特化したものが多く、経営全体を網羅する事業計画の策定は少ない状況にある。 

 

【課題】 

今後、いかに多くの小規模事業者に対して事業計画策定の重要性を認識してもらい、実際に事

業計画に基づいた経営を実施する事業者をどのように増やしていくかが課題である。 

 

（２）支援に関する考え方 

小規模事業者に対し、事業計画策定の域や重要性を漠然と述べても、実質的な行動や意識変化

を促しづらい実情を考慮し、上述５．で経営分析を行った事業者の４割程度／年の事業計画策定

を目指す。 

持続化補助金等の申請を契機として経営計画策定を目指す事業者の中から、実現性の高いもの

を選定し、事業計画の策定につなげていく。事業者自身が自ら経営分析を行い、自社の現状を正

しく理解した上で事業者が当事者意識をもって課題に向き合い、事業計画策定に能動的に取り組

むため、対話と傾聴を通じて最適な意思決定のサポートを行っていく。また、新規創業予定者や

事業承継を検討している事業者に対しても優先的に計画策定の支援行う。 

ＤＸ推進については事業計画の策定前段階において必要に応じて専門家派遣や相談会の実施、

商工会連合会が主催するセミナーへの参加を促すことで小規模事業者の競争力の維持・強化を促

す。 

 

（３）目標 

 現行 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 

事業計画策定事

業者数 
２０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 

ＤＸ相談会実施

回数 
－ ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

ＤＸセミナー参

加斡旋事業者数 
－ ６者 ６者 ６者 ６者 ６者 
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（４）事業内容 

①ＤＸ相談会の実施、県連合会が主催するＤＸセミナーへの参加斡旋 

ＩＴリテラシーの高い事業者は、ＳＮＳの活用や、オンラインツールの導入に積極的であるた

め、これを活かしつつさらに競争力の強化を目指す。ＩＴリテラシーの低い事業者に関しては、

ＤＸに関する意識の醸成や基礎知識を習得することを優先し、徐々にＤＸを活用していけるよう

に指導を行う。必要に応じて専門家派遣や商工会連合会が主催するセミナーの参加を促す。 

 

【ＤＸ相談会の実施】 

 ・支援対象 

ＳＮＳやＥＣサイトを活用した販売促進を目指す小規模事業者やＤＸを活用した経営効率化を

計画している小規模事業者 

 ・支援方法 

国や県の専門家派遣事業制度を活用して個別にＩＴ及びＤＸ関連の経営課題の解決を図る。 

 ・活用する専門家 

  宮崎県経営基盤強化支援事業登録専門家 

  宮崎県商工会連合会ＤＸ推進課アドバイザー 

  宮崎県よろず支援拠点コーディネーター 

 

【ＤＸセミナーへの参加斡旋】 

 ・支援対象 

  ＤＸに関する意識の醸成や基礎知識を習得した小規模事業者やＤＸを活用して経営に変革をも

たらしたい小規模事業者 

 ・支援方法 

  年間２回程度開催される県連合会が主催するＤＸセミナーへの参加斡旋を行う。 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

当商工会においては、巡回や窓口相談を通して各種補助金の採択を受けた事業者に対し、不定

期ではあるものの複数回にわたって巡回を行い、事業の進捗状況やその成果について確認してい

る。 

事業終了後は新たな課題が生じない限り経営や事業の成果等について触れ難く、支援が途切れ

ることが多かった。 

 

【課題】 

事業者が策定した事業計画が十分に生かされるように、フォローアップ内容や方法に工夫を加

え、効果を上げる必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

自走化を意識し、経営者自身が「答え」を見出すこと、対話を通じてよく考えること、経営者

自身が当事者意識を持って取り組むこと等、計画の進捗フォローアップを通じて経営者へ内発的

動機づけを行い、潜在能力の発揮に繋げる。 

 事業計画を策定した事業者を対象として事業計画の進捗状況や事業者の課題等により、訪問回

数を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らしても支障な

い事業者を見極めたうえで、フォローアップを行う。 
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（３）目標 

 現行 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 

フォローアップ

対象事業者数 
２０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 

フォローアップ

延回数 
８０回 ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 

売上増加 

事業者数 
－ ６者 ６者 ６者 ６者 ６者 

 

（４）事業内容 

①事業計画を策定した事業者へのフォローアップ。 

窓口相談や巡回訪問（オンライン活用含む）等を実施し、策定した事業計画が着実に実行され

ているか定期的かつ継続的にフォローアップを行う。その頻度については４半期に１回とする。 

 なお進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にずれが生じていると判断する場合には、他地

区等の経営指導員や外部専門家などの第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの発生要因及び今後

の対応方策を検討の上、フォローアップ頻度の変更等を行う。 

 

  

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

当商工会が実施する販路開拓支援としては、販路開拓に関する補助金情報の提供や、商談会・

展示会の情報提供や出展支援である。コロナ拡大の中でオンラインでの商談やミーティングが一

般化してきているが、バイヤー、サプライヤ―共に対面商談のニーズは依然として高い。 

【課題】 

地域性を活かしつつ、激変する環境に適合した商品開発・販売を行っていくには、今後も積極

的に九州都市部や、東京都等で開催される商談会へ参加し、販路開拓と情報収集に取り組んでい

く必要がある。そして今後、新たな販路の開拓にはＤＸ推進が必要であるということを理解・認

識してもらい、新しい形での取り組みを支援していく必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

商工会が自前で展示会等を開催するのは困難なため、首都圏で開催される既存の展示会への出

展を目指す。出店にあたっては、経営指導員が事前事後の出展支援を行うとともに、出展期間中

には、陳列、接客などきめ細やかな伴走支援を行い、取引成立の実効性を高める。 

ＤＸに向けた取り組みとして、データに基づく顧客管理や販売促進、ＳＮＳ情報発信、ＥＣサ

イトの利用等、ＩＴ活用による営業・販路開拓に関する相談対応を行い、導入にあたっての支援

を行う。また、必要に応じてＩＴ専門家派遣等を活用して事業者の段階にあった支援を行う。 

 

（３）目標 

 現行 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 

①商談会出

展事業者数 
３者 ３者 ３者 ３者 ３者 ３者 

成約件数／

者 
６者 ６者 ６者 ６者 ６者 ６者 

②ＳＮＳ活

用事業者 
－ ６者 ６者 ６者 ６者 ６者 

売上増加率

／者 
－ １０％ １０％ １０％ １０％ １０％ 
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（４）事業内容 

①商談会出展事業（ＢtoＢ） 

毎年、（株）イノベントが主催する商談会をメインに参加する。県内外から多くの参加者とバ

イヤーが来場する大規模な商談会を沖縄、福岡、大阪、東京等大都市を中心に毎年開催しており、

新規取引先の開拓に非常に有効である。参加させるだけではなく、商談会でのプレゼンテーショ

ンが効果的になるように事前研修を行うとともに、事後には名刺交換した商談相手へのアプロー

チ支援など、商談成立に向けた実効性のある支援を行う。 

 

【参考】 

出展を予定している(株)イノベントが開催する商談会「FOOD STYLE」は、毎年９月～１月にか

けて全国の都市部で開催される小売・中食・外食業界へ販路拡大をするための商談展示会である。 

令和３年度の各会場の実績は、下記のとおりであった。 

・FOOD STYLE Okinawa 開催地：沖縄県那覇市 出展者：148 社・団体、来場者：4,985 名 

・FOOD STYLE Kyusyu  開催地：福岡県福岡市 出展者：587 社・団体、来場者：14,866 名 

・FOOD STYLE Kansai 開催地：大阪府大阪市 出展者：270 社・団体、来場者：17,005 名 

・FOOD STYLE Japan  開催地：東京都江東区 出展者：388 社・団体、来場者：24,250 名 

 

②ＳＮＳ活用（ＢtoＣ） 

現状の顧客が近隣の商圏に限られていることから、より遠方の顧客の取り込みの為、取り組み

やすいＳＮＳを活用し、宣伝効果を向上させるための支援を行う。 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上の為の取り組み 

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）現状と課題  

【現状】 

 高千穂町企画観光課商工担当職員、宮崎県商工会連合会経営支援センター職員、高千穂町商工

会職員で構成する「高千穂町商工会経営発達支援事業等協議会」を設置し、事業の評価・検証・

見直しを行ってきた。 

 

【課題】 

 事業評価及び検証を行うにあたり、外部の有識者（第三者）による視点がなかったため、本計

画においては中小企業診断士等の専門家を交えた協議会を開催していく必要がある。 

 

（２）事業内容 

①高千穂町商工会経営発達支援事業等協議会の開催 

高千穂企画観光課商工担当職員、法定経営指導員、外部有識者として中小企業診断士等をメン

バーとする「協議会」を年１回開催し、経営発達支援事業の進捗状況等について評価を行う。 

当該協議会の評価結果は、理事会に報告した上で、事業実施方針等に反映させるとともに、ホ

ームページに掲載し、地域の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態とする。 

 

１０．経営指導員等の資質向上に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

 宮崎県商工会連合会が主催する研修会や宮崎県等の関係機関による経営改善普及事業の為の

研修会へ参加し資質の向上を図っている。 

 

【課題】 

職員の経験年数の違いにより事業者への支援スキルに差があるため、その差を少しでも埋める

ための取り組みが必要である。また、支援ノウハウを個人が管理している傾向にあり、組織内に

蓄積していく仕組み作りができていない。職員が異動しても個人の支援ノウハウを組織内へ蓄積

できる仕組み作りが必要である。 
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（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

小規模事業者への伴走支援ができるよう、宮崎県、宮崎県商工会連合会、中小企業基盤整備機

構、中小企業大学校が主催する「経営支援能力向上セミナー」や「小規模事業者課題設定力向上

研修」等へ積極的に参加し職員の「経営力再構築伴走支援」の基本姿勢（対話と傾聴）の習得及

び支援スキル向上を図る。 

 

②ＤＸ推進に向けたセミナーへの参加 

喫緊の課題である地域の事業者のＤＸ推進への対応にあたっては、経営指導員及び経営・情報

支援員のＩＴスキルを向上させ、ニーズに合わせた相談・指導を可能にするため、下記のような

ＤＸ推進取り組みに係る相談・指導能力の向上の為のセミナーについても積極的に参加する。 

 

 

＜ＤＸに向けたＩＴ・デジタル化の取り組み＞ 

（ア）事業者にとってうち向け（業務効率化等）の取り組み 

ＲＰＡシステム、クラウド会計ソフト、電子マネー商取引システム等のＩＴツール 

テレワークの導入、補助金の電子申請、情報セキュリティ対策等 

 

（イ）事業者にとって外向け（需要開拓等）の取り組み 

ホームページ等を活用した自社ＰＲ・情報発信方法、ＥＣサイト構築・運用 

オンライン展示会、ＳＮＳを活用した広報、モバイルオーダーシステム等 

  

（ウ）その他取り組み 

オンライン経営指導の方法等 

 

③ＯＪＴ制度の導入 

経営指導員及び経営・情報支援員が小規模事業者への経営計画策定支援を行う際に、法定経営

指導員や宮崎県商工会連合会のスーパーバイザーによるＯＪＴを実施することとで組織全体と

しての支援能力の向上を図る。 

 

④支援内容のデータベース化 

 経営指導員、経営・情報支援員が経営支援に関する内容を経営カルテへのデータ入力を適切に

行い、支援中の小規模事業者の状況等を職員全員が相互共有できるようにすることで、担当外の

職員でも一定レベル以上の対応ができるようにする。 

 

１１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

本会では、これまでも県北地区の４商工会で、年１回研修会を開催し、小規模事業者支援に関

するノウハウ交換を実施してきた。 

 

【課題】 

効率的に情報交換を行うためにオンラインツールの活用等を検討する必要がある。 

 

（２）事業内容 

①県北地区４商工会定期研修会の開催（年１回） 

これまでも実施してきた定期研修会になるべく多くの職員が参加し、小規模事業者支援に関す

るノウハウの情報交換を行う。また、それぞれが保有する専門家情報についても共有し、リソー

スの相互活用を図ることにより、効果的な事業者支援に繋げていく。 
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②金融機関等との意見交換会の開催（年１回） 

地元金融機関や日本政策金融公庫延岡支店との情報交換会を開催し、地域内産業及び経済の動

き、金融情勢、市場動向などについて情報収集を行うことにより、本会で不足している企業経営

情報を確保するとともに、新たに収集された情報を今後の事業者支援に活かす。 

 

 

Ⅲ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

１２．地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

コロナウイルスの感染状況も落ち着きを見せ、実施を見送ってきた事業が再開しつつある。ま

た、時代とともに地域の状況や消費者の関心が変化している。 

 

【課題】 

状況を丁寧に観察し、調査・検討しながら事業効果を最大にするべく改善に図り、交流人口の

拡大を図っていく。 

 

（２）事業内容 

①町及び県等の補助金を活用した商品券発行による町内商工業振興の推進 

地域のさらなる消費喚起につながるよう宮崎県及び高千穂町等と連携し「地域商品券発行」に

取り組む。これにより県外やネットへの消費流出を食い止め、消費者が地元商店街に目を向ける

契機とする。 

 

②地域と商店の結びつきを強くする事業の実施 

軽トラ市や１００円商店めぐり、まちゼミ等を年１回実施することで消費者にお店の存在やセ

ールスポイントを知ってもらい、商店街のファンを増やし、商店街の活性化を図る。店主と消費

者とのコミュニケーションを通して、信頼関係を築き、顧客の固定化、売り上げ増を図る。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和４年１１月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与

体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏名 甲斐 楓眞 

連絡先：高千穂町商工会 Tel:0982-72-2350 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

経営発達支援事業の実施と、実施に関する指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の

評価・見直しに必要な情報の提供を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

 〒882-1101 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井 778 

       高千穂町商工会 

Tel 0982-72-2350 / Fax0982-72-4873 / Mail takachiho@miya-shoko.or.jp 

 

②関係市町村 

   〒882-1192   宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井 13 

        高千穂町 企画観光課 

               Tel 0982-73-1207 / Fax 0982-73-1225 / Mail kikaku@town-takachiho.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

必要な資金の額 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 

 

・事業計画の策

定支援に関

する事業費 

 

・需要動向の調

査に関する

事業費 

 

・新たな需要の

開拓に寄与

する事業に

関する費用 

 

・ソフトウェア

サービス費 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

2,200 

 

 

 

 

200 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

2,200 

 

 

 

 

200 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

2,200 

 

 

 

 

200 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

2,200 

 

 

 

 

200 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

2,200 

 

 

 

 

200 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、手数料等収入、伴走型補助金、高千穂町補助金 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

連携体制図等 
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